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一

　明治24年12月26口と日付けのあることか

ら，国会解散の翌日であり，あとわずかで24

年も暮れようかというときである。

　次のような一節を書きとめた,極秘の手紙が，

当時山口に滞在していた伊藤博文のもとに届け

られた。

　　｢扨議員再選挙に就いては，同一の議員を再

　選致候ては幾度も解散，不詳の結果を生ずべ

　くやと深御憂慮被遊，松方大臣へも度々御沙

　汰相成，各地方言へも注意の儀，内示有之候

　得共,将来良民の議員となることを被為望候｣

　　　　　　(明24・12・26　徳人寺実則書簡)

　徳人寺実則とは，このころ明治天皇の侍従長

として仕えた人物であり，伊藤や山県といった

政府の要人たちに，天皇の言葉を親しく伝える

立場にあった。かれ以外にも，当時の宮中顧問

官佐々木高行が，数多く天皇の生の言葉を記録

しているが，第二回総選挙をめぐる事情につい

ては，徳人寺のｆ紙につきる。ところで先の手

紙の筋は，明治天皇がこれまでの国会のありさ

まを実に憂慮していること，つぎの選挙にまた

もし同じ議員が当選することにでもなれば混乱

の繰り返しであり，それを避けるために政府は

できるかぎり手をうって良民議員を選出するよ

うに努めるべきだ，という警告ともとれる内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

であった。

　天皇のこうした率直な発言に，これまで山県

内閣や根方内閣の出方にいささか愛想つかしの

感のあった伊藤は，乗り気のなさがありありと

うかがえるような，つぎのような返事を早速徳

人寺あてに出す。

　曰く，今日では，資産家や事業家は政治にあ

まり関心を示さず，自己の職業にもっぱら意を

使うだけで立候補の意思に乏しいこと，また地

方官や有志者にしても，その気はあっても選挙

費用の捻出がなかなか苦しいこと等々。

　このようなこまごまとした理由を七箇条なら

べて，天皇が念願する〈良民議員〉の選出がい

かにむずかしいか,伊藤はとくとくと説明した。

　ところで，たとえ伊藤がこの時局頃にあしら

ったとはいえ，この侍従長書簡が侍った歴史的

意味は，まことに重要であった。まず，当時の

政情について天皇がこれだけ具体的な判断を有

し，しかも率直に，政府の人間に打つ手まで示

したこと自体がおどろきである。もっともこれ

以外の史料には，第一議会が終わったころ，板

坑道助らの自由党が憲法に非を鴫らし作成者の

伊藤を非難したといううわさを取り上げて，

「実以テ怪シカラサル次第ナリ。（中略）憲法ハ

何処迄モ，朕ノ欽定ニシテ，伊藤力作りタル

云フヘキニ非ス」と，強い不快の念で，天皇が

コメントした例があった。
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　　　　　（明治24・11・27　伊東巳代価書簡）

　しかしそうした言葉にしても，天皇の生々し

い感情の発露だけであり，具体的な対抗策まで

明治天皇が示唆したわけではない。ところが先

の徳人寺の手紙に登場する天皇は，もはや感情

的な反発にとどまらず，立ち上がって命令をく

だしたかのような，迫力十分なニュアンスが伝

わってくる。天皇が描いた〈良民議員〉には，

これは伊藤がただちに理解したように，はじめ

ての国会に勇躍登場した民党の人々は，おそら

くだれひとり含まれなかった。かれらは資産家

にあらず，また事業家でもない。いうなれば，

目先だけで政論をもてあそび，いたずらに栄光

の国会を紛糾させる，迷惑の輩であった。

　もっともそこまでの表現は使われていない

が，真意はまずそうである。自由民権をかかげ

た明治の反政府指導者には，天皇やその制度に

むかっては，このころ，必要以上に控え目であ

った例はいくつも見られる。しかしそのかれら

が，当の天皇から，このような排斥の眼で見ら

れていた点は，なんとも皮肉であった。実際こ

のような内幕が，もしこの25年前後にあきら

かになっていたとすれば,目本の政治の進路も，

また微妙に変わっていたにちがいない｡しかし，

民党系議員を迫いちらしつぎの議会はできるだ

け政府寄り議員で固めよといった，こうした侍

従長書簡の内容など，当時の国民の大多数は当

然知るはずもなかった。

　あきらめともとれる伊藤の冷ややかな反応に

くらべて，このとき天皇の討葉を至上命令と受

けとめ，奮い立った人間がいる。

　　｢第二議会の際，破壊主義の徒，暴横の議論

　を逞ふし，散て天皇の大権を侵犯せんとし，

　為に衆議院は解散を命ぜらるるに至れり。次

　に臨時総選挙を行ふの際，余は恰も内務大匝

　の任にあり。若し破壊主義の徒をして叫び選

　に当らしめば，国安を保持するに大害ありと

　認め，乃ち此方徒を斥け，忠良の士を挙げん

　が為に凡百の手段を施して選挙に干渉せり，

　肌に既往のみならず，将来同様の場合に際会

　せば，亦必らず選挙干渉を行ひ，神明に誓っ
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　て破壊主義を撲滅せんことを期す｣

　　　　　　　　　　　　　　(品川弥二郎演説)

　民党派はすべて破壊主義者であり，天皇の大

権を脅かす存在である。かれらを撲滅すること

こそ，この目本を守る道であり，自分は神にち

かってそれにまい進する覚悟だ。

　この挑発的な，いうなれば無茶苫茶な言便を

残したのは，当時の内務大匝，品川弥二郎であ

る。天皇への言及といい，忠良の脂云々から見

ても，この内務大匝が，先の明治天皇の言葉を

いかに金科玉条と受けとめ，それだけを頭にお

しこんで，つぎの総選挙の指揮を揮おうとした

かがわかる。しかしうがって考えれば，こうし

た短絡型タイプの，大志匝きどりの品川であれ

ばこそ，このときの内務大匝のポストには，ま

ことにうってつけであった。樺山演説でまず先

制攻撃をかけ，あとはこの品川が民党を徹底的

にけ散らす。もしかすると，すでに誕生以前か

ら，根方内閣にはこのようなプランが描かれて

いたとさえ思えてくる。だとすれば，このあと

に起こる大戦争は，当然の成り行きであり，政

府としてはその覚悟はもとより，すでに準備に

着手した出来事であったといえよう。

一一

　品川弥二郎が登場したところで，第二回総選

挙を直接切りまわした，当時の政府メンバーを

紹介しなければならない。

　まず，内務大臣として，最高責任者の地位に

ついた品川弥二郎。天保14年生まれの50才，

伊藤や山県と同じ，占田松陰門下の志十として

幕末のころには倒幕運動に奔走した。維新のの

ちは，明治8年まで外務書記官としてヨーロッ

パに滞在。帰国後は農商務大輔，枢密顧問官，

御料局長などつぎつぎに歴任して，すでにこの

ときは子爵の名誉も得ていた。

　こうしたキャリアだけを見るなら，この品川

は，政府の中でも有数の新知識人であり近代的

な政治思想の持ち主であったと，想像してもけ

っしておかしくない。ところが事実は，長年の

ヨーロッパでの見聞は，かれにはなんの影響も



残さず，その精神は，おどろくべきことに，幕

末の空気から一歩も出なかった。

　「品冊子は徹頭徹尾勤皇保守の精神を把持し，

　時勢と共に毫も推移することを軟せず，何処

　迄も維新以前の気象を失はざりき。大概の人

　は，何れも其の程度の相違こそあれ，軟化し

　たれども,品叶子に於ては決して然らざりき」

　　　　　　（明33・6・6「品川子爵追悼録」）

　品川の超保守ぶりを，このようにいささかあ

きれた調子で語ったのは，松下村塾の先輩であ

った山県有朋である。同じ長州人として，品川

は山県の下で幕末から明治の政界を泳ぎ，おま

けに山県の姪さえ妻とした。品川の直情径行ぶ

りは，身内たる山県が見てもこのとおりであっ

たから，他人の眼には，尋常のものとはとうて

い映らなかったにちがいない。そのためこの品

川と，冷静な伊藤が，やがて真正面からぶつか

る出来事がおこるが，それはまだしばらく後の

ことである。

　しかしそれでも，比較的同情をもって，品川

を評価する見方もあった。

　　「品川は他の時代には名宰相と呼ばれたらん

　も，選挙干渉の衝に当れること，自身の短所

　を暴露して剰す所なし。（中略）如何なる手

　段を以ても味方を選出すべしとし，其の結果

　を考ふること無し。抜剣して威嚇するを是認

　せざれど,之を是認するかに聞ゆることあり。

　『斬ってしまへ』とか『叩き斬れ』とか云ふ

　は，選挙に落すべきを意味するも，頭の鈍き

　者に誤解され易し｡品川の官僚離れしたる所，

　寧ろ浮世離れしたる所は，場合によって妙趣

　を発揮すべく，選挙場裡に官僚的の地方官を

　指揮するに長ぜず，謂はば品川独り自ら承知

　して，他も同様に承知すべきを思ひ，他の全

　く誤解するを慮らず」

　　　　　　　　　　　（三宅雪嶺『同時代史』）

　実際にこの25年の選挙人干渉で，内務大臣

たる品川弥二郎の目から，「叩っ斬れ」だの

「斬ってしまへ」だのといったすさまじいセリ

フが飛び出したか否かは，他の史料には見当ら

ない点から，はっきりと断定はできない。しか

し先の，品川自身の思い出と照らし合わせて考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
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えれば，おそらくこうした檄を，配下の役人や

地方官に，品川は飛ばしたにちがいない。同じ

山県の回顧に，「内務人臣たりしは決して彼の

志にあらざりき」などといった弁護の言葉もあ

るが，しかし品川弥二郎こそ，当時まさしく政

府の切り札であった。 25年の目本の政情は，

山県のいう〈勤皇保守の申し子〉たる品川の，

願ってもない出番だったのである。

　この品川のすぐ下に，ひとりの異色の人物が

ついた。

　内務次官白根専一。嘉禾２年生まれ。明治

25年当時は，まだ40代はじめの若さである。

山県，品川と同じく長州萩の出身であり，維新

後は福沢諭吉の門をたたく。　しかし24才で役

人となったあとは，官吏として出世階段を順調

にのぽり，愛媛県・愛知県と知事をつとめ，２

年前にはついに内務次官にまでのぽりつめた。

こうしたトントン拍子の出世ぶりは，もちろん

世間の注目をあつめるには十分なものであっ

た。

　だが，いささか理解に苦しむのは，波乱の時

代を巧みに泳ぎきり，官僚としてはおそらくト

ップの嗅覚を持っていたはずの白根が，なぜこ

の25年，内務次官としての立場以上の勇猛さ

を発揮したかである。品川あたりの一徹さであ

れば，まるで戦場気分でいたであろうイメージ

は，すぐに思い浮かぶ。しかし，能吏として，

すぐれた政治的見通しの持ち主であった白根

が，民党退治の派手なアクション劇の首謀者を

演じたのは，なんとも似つかわしくない。

　それでも，この白根が，また一面品川に通じ

るような激情の持ち主であったのも，どうやら

事実のようである。のち選挙干渉の責任をきび

しく問われ強硬に辞職を迫られた白根は，つぎ

のように，意外な剛直ぶりを見せた。

　　｢辞職固と是れ覚悟の前なり。只だ微恙の故

を以てして辞表を呈するの意なし。何となれば

予の微恙は微恙なり。職に堪へ難しと云ふには

あらず。予を以て無用なりとせん乎，願はくば

諭旨免官を以てせよ｣

　自分の酉を切るなら，病気などという姑息な
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理由を押しつけず，正面から切ってみよ。く白

根の内務省〉とまでいわれたこの切れ者官僚は，

このように見事な居直りを示した。これから見

ると，やはりこの人物も明治25年の戦争に必

要な，ただならぬ血気だけは，十分に備えてい

たといえる。

　最後にこの品川と白根の下で，内務省警保局

すなわち全国警察署の総元締の，局長および主

事として動いたのが，小松原英太郎と大浦兼武

である。ただ，局長たる小松原については，前

年４月埼玉県知事から転身してきたということ

位で，このときさほど活躍した記録はない。

　それよりむしろ，根方内閣の意を受け全国の

警察を躍らせた人物こそ，大浦兼武である。次

はそれをとくとくと記した，かれの伝記筆者の

文章である。

　　｢翌二十五年二月十五目を以て，総選挙を行

　ふ。時に品川弥二郎子内務大臣たり。白根専

　一氏次官として専ら総選挙を管す。郷白根の

　内密を含み，潜に目夜兼行して全国を巡り，

　詳密に各地の実況を視察し，諸般の雨施措，

　其の方寸より出でたるもの少なからずと云

　ふ｣　　　　　　　　　　　(『大浦兼武伝』)

　嘉禾３年生まれというから，白根専一とは1

歳しかちがわない。ちがっていたのは，この大

浦は鹿児島出身であり，25年までは，ひたす

ら警察畑を歩いてきたという点であった。

　明治４年，かれは22歳で羅卒の職にまず就

いた。羅卒とは，この当時の，最下等の巡査の

呼び名である。それから10年後，かれは大阪

府警部長のポストにまでのぼりつめた。山県の

眼鏡にかなうのは，このころからである。

　それ以後，取り締まる側として，燃えさかる

自由民権運動の矢面に立ち，19年には，大井

憲太郎や新井章吾らが企図した大阪事件を早く

から察知して，密偵を存分に使った，あざやか

な逮捕劇を演じた。また，この25年ののちも，

かれの出世は止むことなく，島根，山口とつぎ

つぎに知事を経験，31年の山県内閣では，警

察官僚としては最高の警視総監の地位にのばっ

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　しかも，これだけにとどまらない。 41年に

は桂内閣の農商務大臣，大正４年には大院内閣

のもとでついに内務大臣となった。年齢すでに

65歳である。　しかもこのとき，生涯く秩序の

護持〉をモットーにしてきたこの人物は，明治

25年を忠実に再現して見せた。大浦事件とし

て歴史にのこるこの出来事は，25年同様，政

府の手による選早大干渉である。

　しかし一度は，品川や白根とちがって責を負

わされることがなかった大浦も，二度目となれ

ばさすがに逃げることができず，自ら政界を引

退して，生涯の幕を引いた。 25年当時は敵味

方に分かれた入院と大浦が，時代が変わった大

正４年にはともに手をにぎったことも興味深い

が，それ以上に，ほとんどおなじ行為を，生涯

二度にわたって演じた，この人物の狂ｲ言には，

なんとも迫力を覚える。

　「勇往邁進，千万人と雖我往かんの気概」と

は，大浦の死を悼んだ山県の言葉である。しか

し大浦のボスたる山県以外の人々は，大浦を追

悼する言葉のなかにも，〈陰険なる権謀家〉く姦

悪の人物〉と，かならずそうした世間の評価を

まじえざるをえなかった。たとえ，人一倍国を

憂い，信念としてそれを貫き通した人物ではあ

っても，国民はかれの背に，血ぬれたあとをま

ちがいなく見てとったのである。

一一一

　以上が，明治25年当時，政府側の陣頭に立

った人物たちである。もしかれらが，こうした

立場に身を置くことなく生涯を送ったとすれ

ば，目本の歴史にそう特筆されるほどの人々で

はなかった。その意味では，時はかれらに，ビ

ッグな政治家たちに負けないほどの，歴史に記

録される絶好のチャンスを与えたといえる。

　しかしまた実際に，そうした超大物だちと異

なって，組織を直接勤かすという点では，かれ

らははるかに力を有していた｡内務省といえば，

選挙の管理はもとより，目本国中の官吏を統括

する役所である。地方の知事や郡長は，内務大

臣や次官の顔色を当然うかがわねばならず，か
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れらが出す命令を拒否することでもあれば，そ

れはすぐさま自分の身を危うくすることであっ

た。またその内務省の中でも，とりわけ警保局

は，全国の警察組織をすべて監督する立場であ

り，〈上意下達〉の徹底という点では，これだ

け圧力が容易であり，絶大な権威をふるえる部

局はそう他にはなかった。

　つぎの思い出は，そこらあたりを徹妙に語っ

た，当時の福井県知事のものである。

　　「品川内務大臣は議会の解散後，特に地方言

　を招集して解散の止むなきに至った経緯を述

　べ，来るべき選挙に於ては，なるべく中正の

　人物を挙げるよう尽力して茸ひたいとの大体

　の希望を，熱意を込めて従憩された。（中略）

　それで内務省の警保局にれが選挙の主任で

　ある）から各地方言に対し，人事に就いて具

　体的に色々の注文があったやうで，福井県で

　は杉田が一一番狙はれたやうだった。私は帰県

　して早速郡長，警察署長を招集して大臣の訓

　示を伝へたが，候補者の指名などはしなかっ

　た。又大体の選挙に就いては，県当局の圧力，

　特に警察力を手先に使用することは行政官と

　して避くべきである旨を付け加へた。尤も候

　補者に就いては，各選挙区に於て候補者を物

　色するに当り，先方の内輪話も聞き，こちら

　の希望も述べて，職務を離れて銘々に個人と

　して自分が適当と思う人物を，内面に於て援

　助することは妨げなかった」

　　　　　　　　　　　　　（『牧野郎顕回顧録』）

　内務大匝の訓示は，地方言に伝えることは伝

えた。しかし，選挙干渉の積極的な指示は，自

分はけっして出さなかった。

　思い出の別の部分では，当時の政府の方針に

痛烈な批判をのこしている牧野郎顕であれば，

事実はおそらくそうであったにちがいない。だ

がそれにしても，引用した文の後半は，当時の

雰囲気を語って余りある｡政府の立場や希望は，

確実に地方の言吏たちに伝えたのであるから，

言葉は〈内面の応援〉と限定しても，聞く側に

立てば，やはり「干渉せよ」との暗黙の指示と

響いたにちがいない。

　こうした空気は，いささかリベラルな県知事
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ほどのこだわりがなければ，もっとはっきりし

てくる。つぎの新聞記事は，まだ公示前の，東

北のある県庁風景である。

　○怪むべき県庁の諭示　　東北の地方に於い

　て硬軟二派の分領しつつある某県にては，今

　回の改選に是非共硬派の議員を一人も出さし

　との手配にて，去月解散令の発したる翌目，

　人民一般に未だ此事を知らざる間，早くも郡

　長を県斤に招集し，甲区よりは某を選むべく

　乙区よりは某を挙ぐべしと，是迄多少政府に

　縁故ある者の姓名を指定し，或は投函無旨な

　る農商の罵家にて，政府の畏るべく官吏の有

　難く郡長を郡奉行と心得居る的の人名を挙げ

　て，一県の候補となし，終に，

　　今日の民権家といふ者は反上抗官の国賊な

　りレ故に国安を保つ為には必ず之を挙ぐる勿

　れ，万一郡内より民権家代議士を出すことあ

　らば，郡長の周旋不行届の廉を以て某某の職

　を免ず

　との言さへありしとの報あり。（後略）

　　　　　　　　（明25・ 1 ・26 「毎目」新聞）

　このころの県知事や郡長は，いうまでもなく

中央政府の任命である。したがってもしかれら

が，政府の意をそこねでもすると，かれらの立

場は直ちに危うくなり，任期に関係なく，その

首をきられるという事態が生まれた。先のニュ

ースは，県知事から郡長への命令であったが，

その県知事にしても立場の脆さは同じである。

もし今度の選挙で政府の機嫌をそこねると，つ

まり結果として民党の候補者が当選する破目に

でもなると，郡長はもとより県知事の首さえ危

ない。

　このような切迫した，おそろしい状況が突然

に出現した明治25年はじめ，全国の役人たち

は，おそらくある種のパニック状況に陥ったに

ちがいない。

四

　いまから見ると、この時／奇妙な空白の時間

が生まれた。

　第二議会が解散したのは、昨年12月の末で
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あった。そうなると問題は，はたしていつ総選

挙が行われるかである。ところが不思議なこと

に，翌25年となっても，だれもその期日を断

言できなかった。選挙がいつ公示され，いつ投

票日となるのか，だれもが暗中模索のままに年

があけた。

　これが現在の公選法なら，解散による総選挙

は，その口より40目以内と定められ，また公

示はその投票日より少なくとも20目前と決め

られているために，およその見当は簡単につこ

うというものである。　ところが明治23年に公

布された衆議院議員選挙法は，選挙の目取りに

ついては，つぎの一条を置いただけであった。

　　「選挙ノ期日八通常七月一目二之ヲ行フ。但

　シ衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以

　テ臨時選挙ノ期日ヲ定メ少ナクトモ三〇日以

　前二公布スヘシ」（30条）

　これから判断すれば，当時の衆議院議員たる

ものは，まずまっとうに任期４年をつとめるの

が大原則であり，解散はどこまでも非常事態で

あった。しか伝選挙期日の決定が勅令であっ

た点は，議員の身分は，やはりどこまでも天皇

の臣下であると，この条文は宣言したものとい

える。

　だがそのように，選挙をいつ行うかはたとえ

明治政府の思惑次第であって伝解散と同時に

選挙戦に向けて人々が走り出しだのは，このこ

ろも現在とまったく変わりない。１月早々から，

東京のいずれの新聞もはとんどその紙面を，選

挙の関連記事で埋めはしめた。ただそのどこに

も，いつ公示でありいつ投票日かというニュー

スがまったく登場しないのは，どうにも奇異で

ある。

　では嵐を前にしたこのころの新聞報道が，い

ったい何を中心にして展開されたかというと，

当然のことながら，はたしてどのような人物が

候補者たるのかという取沙汰であった。もちろ

ん，民党派にしで恚政府派にしても，前回300

の代議士がふたたびそろって立つものであった

なら，それが焦点になることはない。しかしそ

うは筒単にいかない事情が,このころ存在した。

　まず，たとえ前議員であっても，多くの人々

が，勇躍出馬できかねるような状況を抱えてい

た。これまでの二度の議会で，１回の発言もせ

ず,支援者の面目をすっかり失った議員もいる。

またすでに前の選挙で，財産をすっかり蕩尽し

た代議士も現れた。なにしろ前年中に，借金の

もめごとで高利貸しから訴訟沙汰にもちこまれ

た議員が，300名中70数名にのげると，ニュ

ースに出たほどである。圧倒的な個人人気を当

てにできないとなれば，かれらも涙をのんで，

立候補を辞退せざるをえなかった。

　また,とりわけ政府派の前議員だちとすれば，

このころまるで巨大な壁のように強力なハード

ルが存在した。㈲じ議員がふたたびつぎの国会

で顔をそろえたなら，またぞろ混乱のむしかえ

しである。明治天皇のさきの見解には，民党議

員を排除するという思いとともに，より強力な

政府派の代漆士たちで国会を構成したいという

願いが，あきらかに込められていた。なにしろ

二度の議会で，論客としてまともに民党議具に

太刀うちできたのは，井上角五郎らごくごくわ

ずかであり，たいていの政府派議員たちは，員

数合わせの存在でしかなかった。天皇のジレン

マも，まさしくこの点にあり，大型で強力な政

府派新人を待望する声が，そこにははっきりと

読み取れたといってよい。もっともそれがいか

に困難かは，侍従長への伊藤の返事に見たとお

りであった。

　だがそれでも，まずはその声に沿って進めね

ばならない。政府の御用紙である　F東京目口」

も，つぎのように報じる。

　○臨時総選挙の予報　　政治観測に報じて目

　く，本年二月の総選挙はいかなる種類の代議

　士を現出すべきや。けだし世人は想像するな

　らん，やはり前回のごとく自称民党また過半

　を占むるならんと。これもっとも昨今政界の

　事情に通ぜざるものの言のみ。いかにも，目

　下各新聞紙上に現わるる候補者の顔触れを見

　れば，右想像のごとくなれども，その選挙問

　際に至るや，意外なる候補者，脱兎の勢かを

　以て現はれ出で，切羽際の戦争に敵の首を稔
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　ぢ切ること決して無しと言ふべからず。（中

　略）加うるに政府部内より敏腕の腕きき先生，

　候補として天降るもの枚挙に逞まあざれば，

　先つ昨今の観測にては，三百の代議Tt中，自

　称民党の旗下に出づるもの多分百名内外に過

　ずして，却って無所属中立のもの百名内外は

　あるならん。其の他は彼の天降り連中の選出

　となるべきか。されば開院の暁は中立党の向

　背にて，関ケ原の局面一変するの次第となる

　事，ゆめゆめ疑ひあるべからずと，神託のき

　たる投書あり。よって内々天機を読者に漏ら

　すと，しか云ふ。

　　　　　　（明25・ 1 ・14 「東京日日」新聞）

　政府からの天降りで3分の１を押さえさえす

れば，勝機は十分ではないか。意外に控え目な

観測だが，それでもこのころの，政府の候補者

選びの様子を，このニュースはよくうつしだし

ている。

　ただ，一口に〈天降り〉とはいっても，その

土地になんの緑もゆかりもない高級官吏が，候

補者として突然舞いおりるというわけにもいか

ない。この点明治政府がいかに苦慮したかは，

つぎの記事である。

　　「ﾋ」く，地方吏党の代議士候補者は，中央政

　府に診て取定め，多くは東京の人物を選んで

　地方ちほうへ差向け来りしも，兎角地方の民

　情に通さざる為，其好結果を奏するの用意な

　らざるより，俄かに其模様を替へ，候補者の

　選定は各府県知事に一任する事とし，知事よ

　り其府県下民情に適するけ可然人物を推選し

　（後略）」

　　　　　　　　　　　　　　　　（『選挙実録』）

　これなどを見ると，当時〈勝てる候補者〉選

びに政府がいかに神経を使ったかがうかがわれ

る。しかし実際には，意気ごみが先に立って，

やみくもに候補者を天降りさせるといった選挙

区も続出した。とりわけ，自由党・改進党の有

力議員の地元では，政府としては，なりふりな

どかまっている余裕はない。片岡健吉，河野広

中，尾崎行雄，島田三郎……こういった民党の

花形代議士たちを，いかに〈叩き新る〉か。候

補者選びの時点から，まず戦争が開始された。
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　「この時はまあ最初から戦争のやうなもので，

　政府は民党中の目星しい者を片端から落して

　しまほへという意気込みで（中略）殊に岡山

　県は政府が大養を憎む上に，県庁の書記官の

　河野といふ者が内務次官の白根専一といふ腕

　利きの弟であるとかで，東京とは特別の連絡

　がありましたから堪りませぬ。（中略）。そこ

　で政府としては，大養を狙ふ以上は，大養と

　五分の太刀打の出来る者を物色して候補に立

　てねばならぬ訳で，この対子方に選ばれたの

　が馬越恭平です。この馬越恭平といふ人は人

　体実業家でありまして，実業の方では立身成

　功した人ではあるが，選挙に打って出るやう

　な気は自分にも無かったでありませう。元来

　が第三区には縁のない人で，まあ根方に押し

　出されて来たと申して宜しいでせう。何でも

　政府に特別の金があって，その金の後光を光

　らせて攻め寄せるのぢやといふ評判でした」

　　　　　　　　　　　　（大養健『国会事始』）

　語の語り子は，このとき岡山から立った大養

毅陣営の，ある支持者である。大養は当時改進

党の幹部として，民党の中心に位置する人物で

あり，それまでの二度の議会では，自由党の議

員以上に政府攻撃の急先峰であった。したがっ

て，今回の選挙では，政府の大きな標的であり，

彼を落選させることこそ，政府の重要な選挙戦

略のひとつであった。

　もっともこの大養の地元での強さは，前回選

挙では相手候補の林醇兵はわずか300票，それ

も１人あたま50銭で買収しての結果であった

のにくらべ，その４倍の1200票余りを得たこ

とでもわかる。したがって順当な見方をすれば，

このような圧倒的強さを誇る大養を落とすのは

まず困難であり，むしろ戦術としては，この選

挙区を外すのが政府としても得策であった。そ

れを敢えて対抗レ大養に勝つためにどれはど

やみくもな手段がはじめから敢られたかは，さ

きの〈金の後光を光らせて攻め寄せる〉という

うわさが，早くも選挙地に立ったことでうかが

える。

　では当時，いわば人身御供となった感の，馬

越恭平の意気込みはどうであったか。つぎはそ
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のときを振り返った，本人の述懐である。

　　F大養とは齢も十年遂ひますし，廻り廻って

　縁辺にもなる。それに当時，大養は貧乏書生

　で，私が小遣を貸したこともある。どうして

　も大養ではいやだと断ったんですが，三井の

　為だといふので,やかましく勧められました。

　それに品川さんが呼びに来て，承知してやれ

　と言はれる。私は柄にございません，議員は

　むつかしいからといふ。イヤ国家の為だ何で

　もやれ,決して難しいことはないと言はれる。

　どうしても許されないので，遂に渋々承諾し

　て名前を出したのです」（前古・馬越恭平談）

　遣い親戚でもあるし，それに小遣いを与えた

仲でもある。なるほどこれでは，いくら政府か

ら白羽の矢を立てられたとて気が柔らなかった

にちがいない。この，最初からまったくやる気

のない候補者は，病気を理由に，遂に一度も選

挙区入りをしなかった。しかし，こうした大将

抜きで伝政府派陣営はすさまじい選挙戦を，

この岡山で展開した。だがそれは，まだしばら

くあとの諾である。

五

　候補者の顔触れについては，当時いまひとつ

の焦点が存在した。第二回選挙を前に，明治政

府が適当な候補者としてイメージした人間は，

なにも高級官吏たる人々ばかりではなかった。

さきの伊藤の返書のように，〈良民議員〉とし

て，すぐに政府が思いつく人物たちは，有力な

実業家であり,なにより地方の資産家であった。

たとえかれらが，伊藤が嘆くように，これまで

政治に冷淡であり，く自己ノ職業二関スルモノ

ノ外ハ成ルヘク之ヲ避ク〉傾向があったにして

も，政府支持の大きな母胎たる存在にはまちが

いなかった。したがって，いかにこうした人々

を候補者としてかつぎだすか，それに政府が苦

慮した様子は，さきの馬越恭平が三井の人間で

あり，品川が「国家の為だ何でもやれ」と懸命

に説きつける場面からもうかがえる。

　つぎのF読売」は，そのあたりの空気を取材

したものである。

　○三菱社長厳正中立を守る　　吏党の中央本

　部が大に龍商，御用商人を駆て民党に抵抗を

　試みんと動むる由は，曽て関く所なるが，此

　程もその本部長より三菱会枇長岩崎氏に腹臣

　を遣はし，今回の総選挙こそ天下分け目の激

　戦なれば，一瞥の助力を仰ぎたし，と申入れ

　たるも，ソコは流石に天下の三菱，御領は然

　事ながら拙者は政権譲渡の事には関係なき実

　業家なり，御領のことの出来ぬ代りに亦だ民

　党にも加勢は致さぬ，飽迄も厳正中立を守る

　べければ悪しからず思し召されたし石々と返

　答して帰したるよし。

　　　　　　　　（明25・1・8「読売」新聞）

　「ソコは流石に天ドの三菱」と持ち上げたと

ころが，この記事のもっとも読ませ所である。

実際には政府の実業界へのはたらきかけは，猛

烈をきわめたことはまちがいない。それはさき

の馬越談で，三菱とならぶもう一方の雄の三井

が，政府の意のままに選挙に乗り出したことか

らも理解できよう。

　では，こうした政府の策動に，民党はどのよ

うな対抗策を取ったであろうか。自前の選挙資

金も十分に持ち，しかも国民の１％という当時

の有権者層を考えると，もし実業家たちがそろ

って出馬すれば，これは民党派にとって大いな

る脅威であった。この対策としてかれらが打っ

た手は，自由民権時代以来のお得意の言論戦で

ある。改進党の牙城と見られる「読売」は，さ

っそく次のような牽制記事を載せた。

　問　「之れで民党と政府党とのお話は一通り

　　　分かりましたが，猶ほ心得の為め伺ツて

　　　置きたいのは，近頃頻りと実業家を議員

　　　にせねばいけぬと云ふ人がありますが，

　　　之れはどんなもので御座いましょう。定

　　　めて御説のあることと思ひます」

　答　「御尤もなる御尋で御座います。（中略）

　　　彼等の中す実業家とは一体如何なる種類

　　　の人を指したものであるか，先づ之を詮

　　　索するのが必要であろうと思ひます。

　　　（中略）彼等の云ふ所の実業家とは全く

　　　彼の御用商人を指したものに相違ありま

　　　せん。（中略）彼等の財産は（中略）成
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　　　るやんごとなき御家の台所目より這い込

　　　み巧に奥様の御機嫌を伺ふなり，又時と

　　　してお妾付きの御別荘を旦那様に献上し

　　　たり，表向きには噂の出来ないやうな事

　　　ばかりして今日の地位を得たのでありま

　　　す。（後略）。

（明25・1・7「読売」新聞『通俗選挙問答』）

　これに続いて，こんな人間を実業家というな

ら盗賊や巾着切りも実業家だと，記事の筆者は

断じた。そして念押しとして，もちろんこうし

たエセではない真の実業家なら議員となるのは

結構だが，この２，３年の大事な国会には，や

はり気力と見識がある改進，自由画党の候補者

こそが，なにより妥当だと結論づけた。

　この時期，「読売」以外に払　１月９口付け

の「国民」新聞は，「実業家，虚声に驚く勿れ」

といったタイトルで，政府がいまや押し出そう

としている実業家たちを痛罵した。それによる

と，かれらは〈濡れｆで泡をつかまんとする〉

虚業家であり，く政治と商売の問に幡る一種の

遊民〉であり，さらに極言するならく市井にさ

まよう破落戸〉である。もし，こうしたかれら

の尻馬にのって，民党排撃に政経着実なる実業

家が動くことでもあると，それこそく国会議員

の職を以て遊民破落戸に委する〉ことになるで

あろう。

　このような民党派の新聞論調は決してすべて

の実業家たちを敵としたものではない。政府と

むすんだ財界の人物たちを，政商・紳商と非難

し，それ以外の実業人たちは自分たちのく真成

の味方〉と持ちヒげて，選挙への支援を呼びか

けた。

　もちろん当時の，目本の政治や経済の様子か

らいうと，そのまま現在の見方をあてはめるわ

けにはいくまい。実業界自体がまだまだ揺らん

期にあり，かれらの利益がそのまま政府の施策

とむすびつくわけでもなかった。ただ一部の大

政商が，あきらかに明治政府と結託したケース

に，明治14年，北海遺言打物をほとんど捨て

値で五代財閥に払い下げた例などが見られる。

したがって，この25年当時，民党側が揺さぶ

りをかけ逆に実業家たちを自分たちの陣営に引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
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きこむという可能性も，十分にあった。そうし

た見方でさきの「読売」の記事をながめるなら，

〈流石に天下の三菱〉という持ち上げが，けっ

こう狙いをさだめたものであったことがわか

る。

六

　候補者のうわさとならんで，このころもう一

つ目を引くニュースが登場する。　１月３目，政

府の選挙干渉を牽制する社説のなかで，「読売」

記者はそのころ広まっていたうわさを取り上

げ，政府にその実行を迫った。

　　「第二の希望は，風説の如く大臣自ら出馬し

　て各選挙区民に政府の政略を説明せんことこ

　れなり」

　ここにいう出馬とは，立候補の意ではなく，

大匝が直接選挙地に出向き，政府派候補の応援

演説に立つことである。現在の選挙なら，こと

さら反政府の陣営からアジられるまでもなく，

政府の人間はそれこそジエット機を使って各地

を飛び回る光景が見られる。しかし明治25年

当時，目本の議会政治の立て前は，政府即政府

党ではなかった。大臣は議会とは無関係に選ば

れ，政府の構成は議会とはまるで無縁のところ

で形作られた。もっとも第一議会では，陸奥宗

光は，農商務大臣であると同時に和歌山選出の

代議士であったが，かれなどはまったくの例外

である。

　したがって，たとえ選挙となっても，表向き

は党派の争いから超越して，政府は高見の見物

ときめこむこともできた。実際はじめての選挙

では，大臣が地方の選挙応援に出向いたという

ニュースは，新聞には登場しない。ところがそ

の結果，民党優位の国会が誕生し，政府の神経

をさかなでするような経過が続いた。

　となれば，二度目の総選挙にかける政府の意

気込みからして，今度ばかりは大臣はそろって

遊説にでかけ，政府派候補の押し上げをはかる

にちがいない。このころこうした推測がしきり

に取り沙汰され，それがまた，選挙前の熱気を

ひときわ煽りはしめた。
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　では，予想される政府の出方に対し，民党派

はどういった牽制のボールを投げたであろう

か。つきはさきに見たF読売」の社説である。

　　「従来政府の政略は，吏党議員の口を籍りて

　多少表自せられたりと雖も，吏党派の豹変常

　なき，往々選挙人民に討を食み，其の言行責

　任を有せざるが故に，設令真個に政府を代表

　するの言を為すも，選挙人民は概ね之を信ぜ

　ざるなり。去れば内閣大臣にして其の政略を

　重んぜば自ら足を挙げ，親しく選挙人民に接

　して之を公示すべし。他人の目を籍りて曖昧

　の説を為さしむるは，偶々政府の威信を損ふ

　基なるのみならず，立憲大匝たるの本文に於

　て大いに欠く所ありと云はざるを得ず」

　　　　　　　　（明25・1・3「読売」新聞）

　来るなら来い。強気というより，どちらかと

いうとそそのかしの論調である。さらに一週間

後，「読売」の〈芋之丞〉氏は，皮肉たっぷり

につぎのように書く。

　　「勝敗を争ふ時に当て政府党の親分株とも云

　ふべき内閣大臣が，自分等の主義精神を明に

　して国民に訴へる為演説して歩くのは，実に

　男らしき天晴れの働であります。今日までの

　内閣にはこんな勇気は少しもなかったのであ

　りますが，世間の噂の如く，若し之れがほん

　とうでござりますれば，私共は目本国の為め

　大に慶ばねばなりません」

　　　（明25・ 1 ・10 「読売」『通俗選挙問答』）

　秘方内閣の大臣たちを自分たちの土俵に誘い

入れ，言論戦にまきこむことができれば，選挙

ははるかに民党優位に連む。もちろんこの目算

の背後には，論戦であれば自由民権の時代から

かれらのほうが十分にキャリアを積んでいるこ

と，それに二度の国会で大臣連中が見せた弁舌

程度なら，まず物の数ではないという民権派の

判断があった。当時の新聞には，大匝を分類し

て〈憲法人匝〉〈サーベル大臣〉というのがあ

るが，数でいえば圧倒的にサーベル大臣であっ

た。解散の原因をつくった樺山海軍大臣あたり

はさしずめその典型であり，実際もしかれが，

このとき選挙応援に出向いていたとすれば，か

えって政府派の票をけちらす結果となったかも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

しれない。

七

　ともあれ，政府の手になる強力な候補者えら

びの進行といい，内閣出陣のうわさといい，

25年が明けたばかりの目本には，正月どころ

ではない気分が漂っていた。

　ところであとわずかの時間がたちさえすれ

ば，伊藤や山県以上に〈時の人〉となるであろ

う品川弥二郎は，「二五年元け」と目付をいれ，

つぎのような歌を詠む

　　　　よしといひあしと伊の中騒ぐ間に

　　　　　　　　　また新たなる年は来にけり

　歌の印象は，かれの激情的な性格をできるだ

け抑えた，意外にたんたんとしたものである。

ところが，目付こそないものの，同じ25年中

に品川はつぎの二百を歌いあげた。

　　　　はねもみも砕きし人の心こそ

　　　　　　　のちの世まてのかかみなりけれ

　　　　巡礼か破れ扇に破れ傘

　　　　　　　わか身もろとも骨になるまで

　さきの一酋とはうって変わった，いかにも

〈玉砕精神〉の発露である。これこそ山県が評

したような，〈維新以前の気象〉の持ち主であ

った品川の，面目躍如たるものだといえよう。

ただ，その猪武者のかれとて，この25年正月

には，はじめの歌のようにまだおだやかな気分

がのこっていた。そして，この先どれほど血ぬ

れた光景が展開されようとは，まだ本人自身，

それほど自覚していなかったにちがいない。

　しかしかといって，このあとに起こる大混乱

の責任を，すべて内務大臣であった品川弥二郎

や次官の白根専一らに帰すべきではあるまい。

たしかに，かれらの民党に対する見方や，議会

政治へのおよそ次元の低い理解が，大きな原囚

ではあった。

　だがなんといっても，原因の大半は，当時の

根方内閣にあり，伊藤や山県をふくめた明治政

府全体にあった。いうならば品川や白根の内務

省組は，その時のたんなる事務担当であり，職
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務熱心のあまりの行動だと責任を割りびくこと

もできた。やがて干渉政策が破綻して，品川や

白根を政府内部から攻撃する声があがったが，

しかしそれはすべて結果への悪のりであった。

たとえば陸奥宗光は，25年をつぎのように回

顧した。

　　「其後総選挙に際し，政府は殆んど非法の干

　渉を為し，天下の人心を激昂せしむるに至り

　たるがため，余は其非法干渉の最も不可なる

　事を痛諭したるに（後略）」（『陸奥宗光伝』）

　では陸奥が，この言葉どおりに，政府の選挙

干渉の始めやその最中に，断固とした反対の声

をあげブレーキをかけるような行動に出たかと

いうと，別段そのような痕跡はない。せいぜい

後藤象二郎とともに，傍観者の態度をくずさな

かったという程度であった。かれがわざわざ自

慢するほど，信念をもって立憲政治の保持を図

ったわけではなく，むしろ，機を見るに敏な政

治家として，明治天皇から「利あれば西にも東

にも走る」と評されたかれの性格に，忠実に従

ったというニュアンスであった。

　このような態度は，伊藤博文についても指摘

できる。目本最初の憲法をつくり，国会開設の

立役者となったのは,たしかにこの伊藤である。

ただその伊藤にしても，議会政治の理解は，内

閣と議会・政党はまったく別物であり結局目本

の政治は国会開没前と変わらないと見なして，

かれの側近からその甘さを指摘されるはどであ

った。それが大きく揺らいだのは，23年来の

二度の議会経験であり，このあたりの伊藤の動

揺ぶりを皮肉ったのは，「読売」の芋之丞氏で

ある。

　　「伊藤伯で御座りましたか，内閣は宜しく政

　党以外に立たねばならぬ，決して政党などに

　于を出してはいけぬと申された事があります

　が，山県伯も同じく斯やうに申され，今の松

　方伯も亦始めのうちは斯やうに申されたりと

　思ひますが，夫れは未だ立憲政治の実際を知

　らないうちの話で，既に立憲政治を実際にや

　ツて見ますと，内閣は政党に関係しないと云

　ふことは決して行はれないのです。何うして

　も内閣は，一党派の親分株となりて居らねば
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　一目も持つことは出来ません。根方伯も今日

　に至て始て迷の夢がさめ，いくらか勇気が出

　たものと思はれます］　（『通俗選挙問答』）

　第一議会の直後から，伊藤が新党の結成に乗

り出すのではないかとにったニュースは，当時

幾度も新聞に登場した。たしかに現実政治家と

しては，山県や根方より一目も二目も長のあっ

た伊藤博文は，〈迷の夢〉を醒ますことにかけ

ては，はるかに早かった。文字どおりの政府党，

自前の政党を明治政府が持つことこそ，これか

らの議会政治のポイントになる。その正しい理

解の点では，のちいくつもの演説で，自分こそ

近代政治の生みの親だと，この人物が豪語した

のは当然であった。

　ただそれにして払　この25年はじめ，品川

たちの選挙干渉の方針に，伊藤がするどく対立

した形跡はない。そうした行為が，真の近代政

治といかに矛盾するかについて，かんじんな時

期に反発した様子が見られないのである。かれ

と品川がはっきりとぶつかりあったのは，干渉

がもはや頂点をこえ終結に向かったころであっ

た。

　これから推測すれば，伊藤にしてもく良民議

員〉の選出にはもとより異存がなかった以上，

陸奥たちとおなじく，品川らのお手並み拝見の

態度にでたものとおもわれる。そしてうまく運

びさえすれば，それはそれでよいとの考えが，

伊藤の本音ではなかったかと想像できる。

　積極消極は別にして，明治政府の大勢は，民

党派との対決姿勢では一致したといってよい。

あとはできるかぎりの手段を使い，実際に選挙

戦を展開するだけであった。地方官吏,警察官，

御用商人，ならず者………手足となって動く人間

には事欠くまい。首きりの脅しをかけても，あ

るいは金で釣ってもよい｡そうした人間たちは，

政府に忠実に，あるいは期待以上に，政府派候

補者のお先棒として活躍するはずであった。
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